
令和６年度に向けた校則の見直しについて 

令和６年３月 

生活指導部 

 

 令和６年度に向けた校則の見直しについて、変更点（生徒手帳 p．11～ 10.服装・持ち物）

のみ抜粋してお示しいたします。追加・削除部分は令和６年度の欄をご覧ください。 

 

令和５年度まで 
令和６年度から 

追加部分は赤 削除部分は青 

男子：前髪は目にかからない長さとし、全体的には眉が見

えるようにする。横髪は耳に、後髪は襟にかからないように

する。 

女子：前髪は目にかからない長さとし、全体的に眉が見え

るようにする。後髪は結べる長さになったら、黒・紺・茶のゴ

ム紐で結び、サイドもきちんととめる。 

男子：前髪は目にかからない長さとする。横髪は耳に、後髪

は襟にかからないようにする。 

女子：前髪は目にかからない長さとする。後髪は肩を越える

長さになったら、黒・紺・茶のゴム紐で結び、サイドもきちんと

とめる。 

・男女ともに「全体的には眉が見えるようにする」→削除 

④頭髪や標準服には飾りをつけない。 

 

④頭髪や、顔周り、標準服には飾りをつけない。化粧やピ

アスはしない。 

⑥くつ下は、Ⅰ・Ⅲ型：夏冬ともに白または黒の無地の

ソックスとする。 

Ⅱ型：夏冬ともに白または黒のソックス、冬は黒のタイ

ツ（厚さは 60デニール以上のもの）でもよい。 

⑥くつ下は、Ⅰ・Ⅲ型：夏冬ともに白・黒・紺の無地のソ

ックスとし、ワンポイントまで可とする。Ⅱ型：夏冬とも

に白または黒の無地のソックスとし、ワンポイントまで

可とする。冬は黒のタイツ（厚さは 60デニール以上のも

の）でもよい。 

⑨かばんは学校指定のバックとする。 

目印になる小さな飾り（ゴルフボール程度の大きさを目安と

する）を１つ付けて良い。 

⑩時計・金銭等の貴重品類は持ってこない。必要な場合は

申し出ること。 

⑨かばんは学校指定のバックとする。目印になる小さな飾りを

１つ付けて良い。 

・ゴルフボール程度の大きさを目安とする→削除 

⑩スマートフォン・携帯電話・時計・金銭等の貴重品類は持っ

てこない。必要な場合は申し出ること。 

〇冬の寒い時期には、登下校時に下記のマフラー・ネック

ウォーマー・スヌードを着用しても良い。 

・柄のない無地のもので、色は白､黒、グレー、紺、茶､ベー

ジュ､クリームとし､華美でないものとする。 

〇冬の寒い時期には、登下校時に下記のマフラー・手袋・ネ

ックウォーマー・スヌードを着用しても良い。 

・色は白､黒、グレー、紺、茶､ベージュ､クリームを基調とし､華

美でないものとする。 

・柄のない無地のもの→削除 

〇標準服の下にはスクールセーター、Vネックスクールベス

ト、カーディガン（ボタンをとめる）を着用しても良い。色は

黒、紺、茶、グレーとする。無地のものでワンポイントまで可

とする。 

〇標準服の下にはスクールセーター、Vネックスクールベス

ト、カーディガン（ボタンをとめる）を着用しても良い。色は白､

黒、グレー、紺、茶､ベージュ､クリームを基調とし､ワンポイント

まで可とする。 



※夏服、冬服の衣替えについては、天候、体調を考慮し、

移行期間を設け、対応していく。 

※夏服、冬服の衣替えについては、天候、体調を考慮し、移

行期間を設け、対応していく。→削除 

 

※１年間を通して、天候、体調等を考慮し、自己、家庭の判

断で夏服と冬服のどちらを着用しても良い。 

 


